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熊本県公告第 509 号
　都市計画事業の施行について、九州地方整備局長の告示があったので、都市計画法（昭
和 ��年法律第 ���号）第 ��条の規定に基づき、次のとおり公告する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 施行者の名称　 熊本県
２　 都市計画事業の種類及び名称　 平成 ��年 �月 ��日九州地方整備局告示第 ��号熊本都
　市計画道路事業 �・�・��号新町戸坂線
３　 事務所の所在地　 熊本県熊本市東町三丁目 ��番 ��号
４　 事業施行期間　 平成 ��年 �月 ��日から平成 ��年 �月 ��日まで
５　 事業地
　　 収用の部分　 熊本県熊本市横手一丁目及び横手三丁目地内
　　 使用の部分　 熊本県熊本市横手一丁目及び横手三丁目地内

熊本県公告第 510 号
　大規模小売店舗立地法（平成 ��年法律第 ��号）第 �条第 �項の規定による届出があっ
たので、同法第 �条第 �項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出及び添付
資料を縦覧に供する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 大規模小売店舗の名称及び所在地
　　 ニコニコ堂帯山店
　　 熊本市三郎一丁目 ���
２　 変更した事項
　（１）　 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名
　　　　 変更前　 株式会社ニコニコ堂　 代表取締役　 友納　 宏
　　　　 変更後　 株式会社ニコニコ堂　 代表取締役　 川村　 英文
　（２）　 大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名
　　　　 変更前　 株式会社ニコニコ堂　 代表取締役　 友納　 宏
　　　　 変更後　 株式会社ニコニコ堂　 代表取締役　 川村　 英文
３　 変更の年月日
　　 平成 ��年 �月 �日
４　 変更する理由
　　 代表取締役交代のため
５　 届出年月日
　　 平成 ��年 �月 �日
６　 届出の縦覧場所及び縦覧期間
　　 熊本県商工観光労働部商工政策課
　　 平成 ��年 �月 ��日から平成 ��年 ��月 ��日まで

熊本県公告第 511 号
　大規模小売店舗立地法（平成 ��年法律第 ��号）第 �条第 �項の規定による届出があっ
たので、同法第 �条第 �項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出及び添付
資料を縦覧に供する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 大規模小売店舗の名称及び所在地
　　 ニコニコ堂楠店
　　 熊本市龍田八丁目 �����
２　 変更した事項
　（１）　 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名
　　　　 変更前　 株式会社ニコニコ堂　 代表取締役　 友納　 宏
　　　　 変更後　 株式会社ニコニコ堂　 代表取締役　 川村　 英文
　（２）　 大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名
　　　　 変更前　 株式会社ニコニコ堂　 代表取締役　 友納　 宏
　　　　 変更後　 株式会社ニコニコ堂　 代表取締役　 川村　 英文
３　 変更の年月日
　　 平成 ��年 �月 �日
４　 変更する理由
　　 代表取締役交代のため
５　 届出年月日
　　 平成 ��年 �月 �日
６　 届出の縦覧場所及び縦覧期間
　　 熊本県商工観光労働部商工政策課
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